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税　　　目 申　　　　　　　告 納　　　　　　　　　　税

鉱 区 税 鉱業権の取得、消滅又は変更のあった
日から10日以内 ５月 普通徴収

狩 猟 税 登録を受けるとき 登録を受けるとき 証紙徴収

固 定 資 産 税 償却資産の所有者については１月末日 一般的に
４月・７月・12月・翌年２月 普通徴収

都 市 計 画 税 ────────────
一般的に
４月・７月・12月・翌年２月
（固定資産税とあわせて納付）

普通徴収

国 民 健 康 保 険 税

通常、４月15日 通常
４月・７月・10月・翌年１月 普通徴収

年金保険者が公的年金等支払報告書を
１月末日

毎年金支給月に徴収して翌月
10日まで 特別徴収

鉱 産 税 通常、毎月分を翌月10日から同月末日 申告と同じ 申告納付

入 湯 税 鉱泉浴場の経営者が、通常、毎月分を
翌月15日 申告と同じ 申告納入

（注） 法律などで定められた納期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの翌日が納期限と

なります。

特別徴収……地方税の徴収について便宜を有する者（経営者など）が実際の納税者から税を受け取り、

納めます。

普通徴収……県又は市町村から納税通知書が送られ、その納税通知書で納めます。

申告納付……納税者が自分で納める税額を申告して納めます。

申告納入……経営者などが特別徴収した税額を申告し、納めます。

証紙徴収……県又は市町村が発行する証紙などにより税金を納めます。
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◆延 滞 金
　税金を納期限までに納めないときに、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合で延滞金がか
かります。
①　納期限の翌日から１か月を経過する日まで………………………………年 7.3％
　ただし、各年の延滞金特例基準割合が年7.3％を下回る場合は、その年内は当該割合＋１％（上限7.3％）
となるため、令和６年（１月１日から12月31日まで）は2.4％となっています。
※平成12年１月１日から平成25年12月31日までの期間については、前年11月末時点の「日本銀行法第15
条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率」に年４％を加算した割合が各年において
適用されます。

②　納期限の翌日から１か月を経過した日以後………………………………年 14.6％
　ただし、各年の延滞金特例基準割合が年7.3％を下回る場合は、その年内は当該割合＋7.3％となるため、
令和６年（１月１日から12月31日まで）は8.7％となっています。

◎延滞金の計算例
令和５年５月31日納期限の自動車税種別割39,500円をその年の12月10日に納めたとき

延滞金・加算金

　なお、法人の住民税・法人の事業税の確定申告の期限の延長を受けた期間内の延滞金の割合は、猶予特例基
準割合（平均貸付割合＋0.5％）となるため、令和６年（１月１日から12月31日まで）は0.9％となっています。

◆加 算 金
　分離課税に係る所得割（個人住民税）、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、
市町村たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割、鉱産税及び入
湯税について、事実より少なく申告したり、申告しなかったり、また、故意に税を免れようとした場合は、次
の加算金がかかります。

5/31　6/1　　　　　　　　　　  6/30 7/1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12/10

①30日
2.4％

②163日
8.7％

39,000 円（1,000 円未満切り捨て）× 2.4 × 30 　＝ 76円（１円未満切り捨て）……①
①＋②＝ 1,500円
（100円未満切り捨て）

100 365

39,000 円（1,000 円未満切り捨て）× 8.7 × 163　＝ 1,515円（１円未満切り捨て）…②100 365

延滞金特例基準割合＝租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合（令和６年中は0.4%)
に年１％の割合を加算した割合

※平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間については、延滞金特例基準割合を特例基準
割合（銀行の新規の短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告
示する割合に、年１％の割合を加算した割合）と読み替えて計算します。
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過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

適正な申告・納期内納付をお願いします。

(注)　１. 平成29年１月１日以後に提出期限が到来するものについて、期限後申告、修正申告又は更正、決定
　　　　 があった日の前日から起算して５年前の日までの間に、その税目について不申告加算金又は重加算
　　　　 金を課されたことがあるときは、その加算金の割合に10％が加算される場合があります。
　　  ２. 令和６年１月１日以後に申告期限が到来するものについて、期限後申告等に係る税目で、前年度及
　　　　 び前々年度に不申告加算金又はこれに代えて課される重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、
　　　　 その期限後申告等に基づき課される不申告加算金又は重加算金の割合に10％が加算される場合があ
　　　　 ります。

期限内に申告書を提出した場合で申告額が実際より少なく、
後日増額の更正等があったとき………………増差税額の10％
　※増差税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合は、その
　　超える部分の５％が加算されます

課税の基礎となる事実を隠ぺいし、仮装して税を免れようとした場合で、
期限内に申告書を提出しているとき…………増差税額の35％
期限内に申告書を提出していないとき………税額の40％

期限内に申告書を提出しなかった場合………税額の15％
　※税額が50万円を超える場合は、その超える部分については20％
　　また、令和6 年1 月1 日以後に申告書の提出期限が到来するものについて、
　　税額が300万円を超える場合は、その超える部分については30％
　(ただし、更正・決定があることを予知せず、期限後に申告を行った場合は、5 ％ )
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◆納税の猶予
　次の場合には、納税が１年以内（事情により最高２年）に限り猶予されます。
１　財産が災害（震災、風水害、火災など）や盗難にあったとき。
２　本人や生活をともにする家族が病気や負傷をしたとき。
３　事業を廃止又は休止したとき。
４　事業に大きな損失を受けたとき。

◆期限の延長
　災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、申請により災害などがやんだときから２か月（県
たばこ税・市町村たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・入湯税は30日）以内に限り期限が延長されます。

◆主な減免について
　次に掲げる場合で、知事又は市町村長が必要と認めるときには、税が減免されます。

◎個人住民税
生活保護法の規定による保護を受ける者
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
学生及び生徒
災害その他特別の事情により特に必要と認められる者

◎法人県民税
公益社団法人又は公益財団法人
市町村長の認可を受けた地縁による団体
特定非営利活動法人

◎法人市町村民税
公益社団法人又は公益財団法人等

◎個人事業税
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
災害により被害を受けた場合

◎不動産取得税
取得した不動産が６か月以内に災害を受け、滅失又は損かいした場合
災害により滅失又は損かいした不動産に代わる不動産を３年以内に取得した場合
特定非営利活動法人の特定非営利活動事業の用に供する一定の不動産を取得した場合

　税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の事情により納税の猶予や減免が認められる場合が
あります。いずれも納税者からの申告が必要です。

納税の猶予・減免について
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